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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2026年３月27日開催の取締役会において、飯山土建株式会社（以下「飯山土建」といいます。）の株式を

取得し子会社（特定子会社）化すること、また、その後、当社を株式交換完全親会社、飯山土建を株式交換完全子会

社とする簡易株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、金融商品取引法第24条の５第

４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２、第19条第２項第３号及び第19条第２項第８

号の２の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出いたしました。その後、2026年３月28日付で株式譲渡契約及び株

式交換契約を締結いたしました。

今般、株式交換契約書の規定に基づき、2026年４月17日に本株式交換に係る株式交換比率が確定いたしましたの

で、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

２【訂正事項】

２　報告内容

 

１．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

（６）本株式取得の日程

 

３．株式交換の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２に基づく報告内容）

（６）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

②本株式交換に係る割当ての内容

 

（10）本株式交換の日程

 

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

１．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

（６）本株式取得の日程

 

（訂正前）

 

取締役会決議 2026年３月27日

契約締結日 2026年３月28日(予定）

株式譲渡実行日 2026年４月20日（予定）

 

（訂正後）

 

取締役会決議 2026年３月27日

契約締結日 2026年３月28日

株式譲渡実行日 2026年４月20日（予定）

 

 

３．株式交換の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２に基づく報告内容）

（６）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

②本株式交換に係る割当ての内容

 

（訂正前）

 

会社名
当社

（株式交換完全親会社）
飯山土建

（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当比率 １ 未定

本株式交換により交付する株式数 未定

（注１）本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換に係る割当ての内容は、確定次第お知らせいたします。
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（注２）本株式交換に係る割当比率

本株式交換においては、当社を除く2026年４月21日における飯山土建の株主に対して、その保有する飯山土

建の普通株式１株につき、以下の方法により算出される本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」

といいます。）を乗じて得られる数の当社の普通株式を割当交付します。ただし、当社が所有する飯山土建の

普通株式については割当交付を行いません。また、本株式交換により交付する株式数は、算定根拠となる諸条

件に重大な変更が生じた場合、両者間で協議及び合意の上、変更することがあります。

本株式交換比率＝92,715.232円／基準時における当社の普通株式の直近３週間の株価の終値の平均（※）

（※）「基準時」とは、2026年４月17日午後３時30分時点をいい、「終値」とは、東京証券取引所スタン

ダード市場における当社の普通株式の終値をいいます。

（注３）単元未満株式の取扱い

本株式交換により交付される当社の株式数に１単元（100株）未満の端数が生じた場合には、その端数に代え

て、その端数の基準時における当社の普通株式の直近３週間の株価の終値の平均株価を乗じた金額を本株式取

得の取得価額に付加いたします。

 

（訂正後）

 

会社名
当社

（株式交換完全親会社）
飯山土建

（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当比率 １ 2,060.338

本株式交換により交付する株式数 1,555,500

（削除）

（注１）本株式交換に係る割当比率

本株式交換においては、当社を除く2026年４月21日における飯山土建の株主に対して、その保有する飯山土

建の普通株式１株につき、以下の方法により算出される本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」

といいます。）を乗じて得られる数の当社の普通株式を割当交付します。ただし、当社が所有する飯山土建の

普通株式については割当交付を行いません。また、本株式交換により交付する株式数は、算定根拠となる諸条

件に重大な変更が生じた場合、両者間で協議及び合意の上、変更することがあります。

本株式交換比率＝92,715.232円／基準時における当社の普通株式の直近３週間の株価の終値の平均（※）

基準時における当社の普通株式の直近３週間の株価の終値の平均＝45円

本株式交換比率＝92,715.232円／45円＝2,060.338

（※）「基準時」とは、2026年４月17日午後３時30分時点をいい、「終値」とは、東京証券取引所スタン

ダード市場における当社の普通株式の終値をいいます。

（注２）単元未満株式の取扱い

本株式交換により交付される当社の株式数に１単元（100株）未満の端数が生じた場合には、その端数に代え

て、その端数の基準時における当社の普通株式の直近３週間の株価の終値の平均株価を乗じた金額を本株式取

得の取得価額に付加いたします。

 

（10）本株式交換の日程

 

（訂正前）

 

取締役会決議 2026年３月27日

契約締結日 2026年３月28日（予定）

株式交換効力発生日 2026年４月21日（予定）

 

なお、本株式交換に係る割当比率及び本株式交換により交付する株式数については、決定次第、本臨時報告書の訂正

報告書を提出いたします。

 

（訂正後）
 

取締役会決議 2026年３月27日

契約締結日 2026年３月28日

株式交換効力発生日 2026年４月21日（予定）
 
（削除）

 

以　上

EDINET提出書類

ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社(E05630)

訂正臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１臨時報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所

